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１ 本計画の趣旨と位置づけ 

（１）計画策定の背景 

「東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」は、本市の高齢者福祉に関係する施

策及び介護保険事業を円滑かつ安定的に推進していくことを目的として策定されます。 

市では、令和 3 年施行の制度改正及び厚生労働省の制定する市町村介護保険事業計画の

基本指針等の内容をふまえ、第 7 期までの取組の振り返りを行いつつ、介護予防、自立支

援・重度化防止のための取組、2025（令和 7）年を見据えた、「地域包括ケアシステム」

の構築に向けた一層の推進のための取組を計画的かつ総合的に進めていく、「第 8 期（令

和 3～5 年度）東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を策定します。 

 

（２）他の計画との関係 

本計画は、老人福祉法に基

づく市町村老人福祉計画及び

介護保険法に基づく市町村介

護保険事業計画として、一体

的に策定されるものです。 

また、「第 5 次長期総合計

画」及び「地域福祉計画」を上

位計画とし、関連する市の計

画や、東京都の諸計画とも整

合を図っています。 

 

 

 

（３）本計画の計画期間 

本計画の計画期間は、令和 3 年度から令和 5 年度までとします。 
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２ 計画策定の基本事項 

（１）計画策定の体制 

① 東久留米市介護保険運営協議会による検討 

東久留米市介護保険運営協議会は、介護サービスの実施状況その他の介護保険に関する

適正な運営を確保するため、条例によって設置されるもので、本計画を策定するにあたっ

ては同協議会に諮り、審議及び意見の聴取を経た上で、承認を得ることとしています。 

 

② 庁内組織による検討 

本計画の策定期間中の事務局は介護福祉課に置き、全体調整及び関係課との施策調整を

図り、基本理念・目標の設定を行うとともに、第 7 期計画に掲げた事業の進捗状況の確

認・検証を実施しました。 

 

 

（２）市民意見・当事者意見の把握 

計画の策定にあたっては、高齢者アンケート調査（令和元年度実施）等の各種調査結果

を、基礎資料として活用しました。また、計画の「素案」のパブリックコメント（意見公募

手続）や市内 3 圏域において市民説明会を実施し、市民の方への情報提供や意見聴取を行

ったほか、事業者を対象にした説明会を実施し、事業者との意見交換も行いました。 

 

 

（３）推進体制の構築 

本計画に掲げた施策を全庁的に推進するため、PDCA サイクルに基づき施策の進行管理

を行うことで、事業を推進します。 

また、地域包括ケアシステムの構築を推進するため、庁内関係課や介護保険事業者、医

療機関、社会福祉協議会や NPO 団体等と連携していきます。 

 

 

（４）市民への情報提供と計画への参画 

本計画の内容及び市の高齢者施策・介護保険事業に関する情報については、市広報紙や

市公式サイト、その他の媒体を通じて情報提供を行います。 

また、地域包括支援センターをはじめとして、医療、介護、ボランティア等の地域住民と

ともに、地域ケア会議や、生活支援、在宅医療・介護連携に関する様々な会議体において地

域の課題を明らかにし、施策に反映できるよう広く計画推進への参画を図ります。  
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３ 高齢者に係る実績と推計 

（１）人口及び高齢者の動態 

総人口と区分別人口 

総人口は、2025（令和 7）年には 115,517 人、2040（令和 22）年には 105,290 人を見込

んでいます。区分別人口では生産年齢人口（15～64 歳）と年少人口（0~14 歳）が減少傾

向、老年人口（65 歳以上＝高齢者人口）が増加傾向にあります。 

 

図表-1 総人口と区分別人口の推移（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（実績）住民基本台帳（各年 10 月 1 日）、（推計）自然体推計 

 

なお、区分別人口割合では、老年人口割合の上昇と、生産年齢人口割合と年少人口割合

の減少が続いており、老年人口割合は 2025（令和 7）年には 29.4％、2040（令和 22）年

には 35.7％を占める見込みとなっています。 

 

図表-2 区分別人口の構成割合の推移（％） 

区分 

第６期 第７期 第８期 推計 
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老年人口 26.7 27.2 27.8 28.1 28.3 28.6 28.7 28.9 29.0 29.4 35.7 

出典：（実績）住民基本台帳（各年 10 月 1 日）、（推計）自然体推計 
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（２）要介護（要支援）認定者数の推移 

推計では、要介護（要支援）認定者数は、高齢者人口の増加とともに増加傾向にあり、

2025（令和 7）年には 7,568 人、2040（令和 22）年には 8,267 人となる見込みです。 

 

図表-3 要介護（要支援）認定者数の推移（人） ※第 2 号被保険者を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（実績）介護保険事業報告（各年 9 月末現在）、（推計）「見える化」システム 

 

 

（３）要介護（要支援）認定率の推移 

要介護（要支援）認定者数及び認定率は、高齢化の進行とともに増加しています。 

 

図表-4 要介護（要支援）認定者数及び認定率の推移（人） 
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４ 基本理念と基本方針 

（１）基本理念 

本市では、計画の策定に際して、第 5 次長期総合計画で掲げる基本目標をふまえ、高齢

者が住み慣れた地域で、健康的な生活を送ることができるよう支援するとともに、就労等

の社会参加や地域活動への参画ができる仕組みづくりを進め、高齢者がいきいきと暮らせ

る地域づくりを推進します。 

また、「地域共生社会」の概念を見据えつつ、高齢者の地域での生活を支えるため、包

括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて、介護保険制度に基づく「地域

包括ケアシステム」の推進や地域づくり等に一体的に取り組みます。 

 

〔基本理念〕 

「高齢者がいきいきと暮らせる地域づくり」 

 

 

（２）基本方針 2025年を見据えた東久留米市の地域包括ケアシステムの姿 

2025（令和 7）年を見据えた地域包括ケアシステムの構築を目指し、地域医療や高齢者

の自主活動等のまちの強みを活かしつつ、これまで取り組んできた高齢者福祉施策や介護

保険事業等を進める中で、東久留米市らしい地域包括ケアシステムの姿をめざします。 
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５ 日常生活圏域の設定 

（１）日常生活圏域の基本的な考え方 

本計画における「日常生活圏域」は、地域の特性、地理的条件、面積や高齢者の人口、

介護給付等の対象サービスの施設整備の状況等を総合的に勘案し、設定されます。 

 

 

（２）日常生活圏域の設定 

本計画期間は、地域性や介護保険施設等の設置状況、地域の広さや鉄道、幹線道路等の

交通事情等も勘案し、従前の 3 つの圏域（東部圏域、中部圏域、西部圏域）を設定します。 

 

東部圏域 上の原、金山町、神宝町、氷川台、大門町、小山、東本町、新川町、浅間町 

中部圏域 本町、幸町、中央町、南沢、学園町、ひばりが丘団地、南町、前沢一丁目～三丁目 

西部圏域 前沢四・五丁目、滝山、野火止、八幡町、柳窪、弥生、下里 
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介護予防・健康づくり施策の

推進のための取組 

６ 基本目標及び施策の体系 

本計画では、基本理念の実現に取り組むため、第 7 期計画の目標を継承しつつ、介護保

険制度改正に適切に対応するため、4 つの基本目標及び施策の体系を掲げます。本計画にお

いて掲げる基本目標及び施策の体系は次のとおりです。 

計画本編では、各基本目標に対応する施策について〔現状の分析〕と〔課題の抽出〕を行

った上で、〔主な事業と今後の方向性〕について記載しています。 

 

 

 

 
 

基本方針 2025 年を見据えた東久留米市の地域包括ケアシステムの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

なお、計画本編では、計画期中における基本目標と施策の方向性については〈各論Ⅰ〉

（p29～）に、計画期中における介護サービスの見込や介護保険料については〈各論Ⅱ〉

（p87～）に記載しています。 

基本理念 「高齢者がいきいきと暮らせる地域づくり」 

要介護状態や認知症になっ

ても、自分らしい暮らしを続

けるための取組 

共に参加し共に支える、地域

ぐるみの体制づくりのため

の取組 

持続可能な介護保険サービ

ス等の提供体制を整備する

ための取組 

（１）介護サービス、その他在宅生活を支えるサービスの方向性 

（２）家族介護者の支援のための取組 

（３）認知症施策推進大綱等をふまえた認知症施策の推進 

（４）権利擁護の推進 

（１）地域包括支援センターの課題と今後のあり方 

（２）在宅医療と介護の一体的な提供体制の構築・推進 

（３）ひとり暮らし高齢者等の「みまもり」体制の推進 

（４）地域のつながりづくりへの取組と「地域共生社会」に向け

た取組 

（１）サービスの質の向上・給付適正化に向けた取組 

（２）介護人材の確保・事業の効率化に向けた取組 

（３）要介護（要支援）認定実施体制の計画的な整備に向けた取組 

（４）災害・感染症対策に係る体制の整備 

基本目標１（本編 p30～） 

基本目標２（本編 p40～） 

基本目標３（本編 p53～） 

基本目標４（本編 p66～） 
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７ 第８期計画における数値目標の設定 

地域分析等により抽出した現状と課題に応じて「取組と目標」を設定し、その達成状況

について計画期中においてチェックを実施し、PDCA サイクルに基づく計画の進捗管理を

行うことを目的として、第 7 期計画より、計画期中における「数値目標」を記載していま

す。 

第 8 期計画においても第 7 期と同様に、介護予防や地域づくり等に係る「取組と目標」

のうち、特に重点的に実施する項目に「数値目標」（または、「いつまでに～する」という

ことを示す「期限目標」）を設定することとし、計画の進捗管理を行う上での指標として

活用します。 

 

項番 数値目標等 指標等 

1 

介護予防・生活支援サービスの

方向性の見直し（期限目標） 

【指標】介護予防・生活支援サービスのサービス提供体制について

検討し、必要に応じて見直しを講じる。 

【期限目標】令和 4 年度中 

2 

介護予防に資する「通いの場」

の設置数・自主グループへの専

門職派遣回数 

【指標】①介護予防に資する「通いの場」の新規設置数・②自主

グループへの専門職派遣回数 

【数値目標】①8 期中 20 箇所・②8 期中 90 回 

3 

地域密着型サービスの整備数 【指標】①看護小規模多機能型居宅介護の整備数・②認知症対応

型共同生活介護（グループホーム）の整備数 

【数値目標】①看護小規模多機能型居宅介護を 1 か所整備・②認

知症対応型共同生活介護（グループホーム）を 1 か所整備 

4 
認知症介護者家族会への参加

人数 

【指標】認知症介護者家族会への参加人数 

【数値目標】8 期中 378 人 

5 
新規の認知症サポーターの人

数 

【指標】新規の認知症サポーターの人数 

【数値目標】8 期中 1,100 人 

6 
在宅療養に関する研修会の開

催回数 

【指標】在宅療養に関する研修会の開催回数 

【数値目標】8 期中 12 回 

7 
みまもり協力員の活動回数 【指標】みまもり協力員の活動回数 

【数値目標】8 期中 2,400 回 

8 
地域ケア会議の開催回数 【指標】地域ケア会議の開催回数 

【数値目標】8 期中 84 回 

9 

ケアプラン点検を実施した指

定居宅介護支援事業所数 

【指標】ケアプラン点検を実施した指定居宅介護支援事業所数 

【数値目標】市内の指定居宅介護支援事業所を対象とし、3 年間

で全事業所を点検 

10 
介護給付費通知の送付回数 【指標】介護給付費通知の送付回数 

【数値目標】年１回以上（8 期中において 3 回以上）送付 

11 
介護人材の確保に向けた事業

の参加者数 

【指標】実施事業の定員に対する参加者（実数）の割合 

【数値目標】定員比 75％の参加者の確保 

12 

認定調査員の研修の実施回数・

審査会全体会の実施回数 

【指標】①認定調査員新任研修、現任研修の実施回数・②審査会

全体会の実施回数 

【数値目標】①認定調査員新任研修を年 2 回程度、現任研修を年

1 回開催・②審査会全体会を年 1 回実施 
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８ 介護サービスの見込みの考え方 

介護サービス等に係る利用者数の動向等を把握し、市民のニーズや今後のサービスの供

給体制の整備等をふまえ、計画中におけるサービスの需要の見込みを推計します。第 8 期

のサービスの見込量の推計値は、本編 p109～p111 に記載しています。 

 

（１）居宅（介護予防）サービス 

高齢者が可能な限り住み慣れた自宅での生活を継続できるよう、良質なサービスの確保

に向けた施策を推進するとともに、充実が必要なサービス事業にあっては、事業者の参入

を促すことにより適切な居宅サービスや、各種サービスの必要量の確保に努めます。 

 

（２）地域密着型（介護予防）サービス 

地域密着型サービスは、高齢者が住み慣れた地域できめ細かく配慮されたサービスの提

供を受けることができるよう、平成 18 年に創設された介護保険のサービスです。 

第 8 期中も、地域の高齢者のニーズとサービスを展開する事業者の意向をふまえつつ、

必要なサービスが過不足なく提供される体制を確保するための適切なサービス基盤の整備

について、継続的に検討を進めていきます。 

 

（３）施設サービス 

平成 30 年度より新たな介護保険施設として介護医療院が創設され、現行の介護療養型

医療施設（介護療養病床）の経過措置期間が 6 年間延長となり、令和 5 年度末までに順次、

他の機能をもつ施設に転換することもふまえて、第 8 期のサービス見込量を推計します。 

施設サービスの比重を高めることは介護給付費の上昇に繋がり、保険料の上昇の要因と

もなることから、施設サービスと在宅サービスのバランスが取れた利用を促していきます。 

 

（４）介護予防・生活支援サービス 

介護予防・生活支援サービスは、要支援 1・2 の方及び基本チェックリストにより事業

対象者と判定された方が受けることができる、従来の介護予防訪問介護、介護予防通所介

護に相当するサービスです。本市においては平成 29 年度よりサービスの提供が開始され、

平成 30 年度に予防給付から完全移行しました。 

介護保険制度の大きな枠組みの中にある事業ではありますが、要介護（要支援）者に対

する全国一律の介護保険サービスとは異なり、各市区町村が主体となって行う地域支援事

業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業として行われる事業の 1 つです。 

本計画では、訪問介護・通所介護相当サービスの利用者数について推計を行います。  
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９ 第８期の介護保険料 

（１）介護保険料の算出フロー 

介護保険料算出までのフローは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第８期計画の第１号被保険者の介護保険料の基準月額 

介護保険料の基準額（年額）を 12 か月で除したもの（1 か月当たりの基準額）を、保険

料の「基準月額」といいます。 

第 8 期計画（令和 3 年度～5 年度）の第 1 号被保険者の保険料の基準月額は、第 7 期の

5,400 円から 500 円上昇し、5,900 円となります。第 6 期から第 7 期の上昇率が 10.2％で

あったのに対し、第 7 期から第 8 期の上昇率は 9.3％となっています。 
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所得段階 対象者 保険料率
保険料額

（年額）

第１段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の方、住民税非課税世帯

で「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額＋課税年金収入額」が80

万円以下の方

0.250 17,700円

第２段階
住民税非課税世帯で「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額＋課税

年金収入額」が80万円超、120万円以下の方
0.350 24,700円

第３段階
住民税非課税世帯で「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額＋課税

年金収入額」が120万円超の方
0.650 46,000円

第４段階
住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ「合計所得金額から年金収入に係る雑

所得を控除した額＋課税年金収入額」が80万円以下の方
0.800 56,600円

第５段階
住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ「合計所得金額から年金収入に係る雑

所得を控除した額＋課税年金収入額」が80万円超の方
1.000 70,800円

第６段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 1.080 76,400円

第７段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方 1.260 89,200円

第８段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方 1.290 91,300円

第９段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上、400万円未満の方 1.570 111,100円

第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上、500万円未満の方 1.620 114,600円

第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上、600万円未満の方 1.870 132,300円

第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上、700万円未満の方 1.890 133,800円

第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上、1,000万円未満の方 1.990 140,800円

第14段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上、2,000万円未満の方 2.140 151,500円

第15段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 2.180 154,300円

（３）第８期計画の第１号被保険者の所得段階別介護保険料 

算定した保険料基準月額等を基に、第 8 期の所得段階別の介護保険料の月額及び年額を

算定すると、下表のとおりになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第 1 段階～第 3 段階は、低所得者保険料軽減事業に係る軽減実施後の額を記載しています。なお、軽減

前の額は、第 1 段階が 31,800 円、第 2 段階が 42,400 円、第 3 段階が 49,500 円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8 期（令和 3 年度～5 年度） 

東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

令和 3 年 2 月 

概要版 

発 行 ／ 東久留米市 

編 集 ／ 東久留米市福祉保健部介護福祉課 

住 所 ／ 〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目 3 番 1 号 

電 話 ／ 042-470-7777（代表） 

F A X ／ 042-470-7808 

E-mai l ／ kaigofukushi@city.higashikurume.lg.jp 
 


